
 
広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
十
一
号 

 
 
 

広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
広
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
号
イ
⑺
中
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

別
記
様
式
第
一
号
の
八
中 

「 
 

 

地域密着型

サービス

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
 

 
 

 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 

 
 

 
 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

 
 

 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 

 
 

 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 

 
 

 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 

 
 

 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
 

 
 

」

 
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
 

 
 

 
 

 

 

を 「 
 

 

地域密着型 
サービス 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
 

 
 

 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 

 
 

 
 

地
域
密
着
型
通
所
介
護
 

 
 

 
 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

 
 

 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 

 
 

 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 

 
 

 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 

 
 

 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
 

 
 

」

 
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
 

 
 

 
 

 

 

に
改
め
る
。 

（
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

） 

第
四
条 

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指



定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
中
「
、
条
例
第
百
五
条
」
を
削
る
。 

 
 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
（
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
三
十
七
条
中
「
（
指
定
療
養
通
所
介
護
の
事
業
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で 

削
除 

 

（
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
二
年
広
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 別

記
様
式
第
九
号
(表) 
中 

 
 

 

「 
 

 

地
 
域
 

密
着
型
 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 

 
 

（
介
）

（
介
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

 
（
介
・
予
）

（
介
・
予
）

 
 

 
 

 
 

 

 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 

 
（
介
・
予
）

（
介
・
予
）

 
 

 
 

 
 

 

 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 

 
（
介
・
予
）

（
介
・
予
）

 
 

 
 

 
 

 

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 

 
（
介
）

（
介
）

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
 

 
（
介
）

（
介
）

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

を 「 
 

 

地
 
域
 

密
着
型
 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
 

 
 

（
介
）

（
介
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 

 
（
介
）

（
介
）

 
 

 
 

 
 

 

 
地
域
密
着
型
通
所
介
護
 

 
（
介
）

（
介
）

 
 

 
 

 
 

 

 
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

 
（
介
・
予
）

（
介
・
予
）

 
 

 
 

 
 

 

 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 

 
（
介
・
予
）

（
介
・
予
）

 
 

 
 

 
 

 

 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 

 
（
介
・
予
）

（
介
・
予
）

 
 

 
 

 
 

 

 
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 

 
（
介
）

（
介
）

 
 

 
 

 
 

 

」 

 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
 

 
（
介
）

（
介
）

 
 

 
 

 
 

 

 
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
 

 
（
介
）

（
介
）

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

に
、
同
様
式
別
紙
二
中 

「 
 

 

     地   域   密   着

   介   護   給   付 

夜
間

対
応

型
訪

問
 

 
 

 
介
 護

 
 

 
 

認
知

症
対

応
型

通
 

 
 

 
所
 介

 護
 

 
 

 
小

規
模

多
機

能
型

居
 

 
 

 
宅
 介

 護
 

 
 

 
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
 

 
 

 
 

 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
 

 
 

 
生

活
介

護
 

 
 

 
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉
 

 
 

 
施
設
入
所
者
生
活
介
護
 

 
 

 
 

 

」

 

を 

        



「 
 

 

            地    域    密    着 

介    護    給    付 

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

 
 

 
 

訪
問

介
護

看
護 

 
 

 
夜

間
対

応
型

訪
問

 
 

 
 

介
 護

 
 

 
 

地
域

密
着

型
通

所
介

護
 

 
 

 
 

 
 

認
知

症
対

応
型

通
 

 
 

 
所
 介

 護
 

 
 

 
小

規
模

多
機

能
型

居
 

 
 

 
宅
 介

 護
 

 
 

 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 

 
 

 
 

 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
 

 
 

 
生

活
介

護
 

 
 

 
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉
 

 
 

 
施
設
入
所
者
生
活
介
護
 

 
 

 
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 


